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要旨 

船舶の長大化および専用化に伴い、前部マスト灯と後部マスト灯の水平間距離が著しく長い船舶、あるい

は、後部マスト灯から船尾までの距離が著しく長い船舶が建造されている。本研究では、TI シリーズスーパ

ータンカー（全長 380m、前後部マスト灯の水平間距離約 300m）を例に、夜間において肉眼での視覚による

見張りを行う操船者から、このタンカーがどのような船舶であり、また、どのような動静であるように判断

されるのか、操船シミュレータを用いた実験を行った。その結果、当該タンカーをあたかも 2 隻の船舶のよ

うに錯覚したり、全長を過小に判断したり、進行方向を誤認したりする傾向が見られた。また、類似の問題

として、最近建造されているコンテナ船や従来から運航されている引船列の灯火の危険性について警鐘を鳴

らし、COLLEGS の改正を視野に入れた灯火に関する抜本的な改善策の必要性について指摘している。 

キーワード：航海法規、海上衝突予防法、マスト灯、通路灯、操船シミュレータ 

 

1.はじめに 

総トン数 20 トン未満の船舶（以後、「小型船舶」

という。）を操縦する者にとっては、旅客船を除く総

トン数 300 トン未満の船舶に対するレーダの搭載義

務がないこと(1)等から、視覚が主たる見張りの手段

になっていることが考えられる。 

このため、特に小型船舶の夜間における操縦にお

いて、他船の動静（本研究では、船舶の全長、進行

方向、船種を含む。）を判断する際には、当該他船が

掲げる海上衝突予防法第 3 章に規定された灯火（以

下、「灯火」という。）の見え方が頼りとなる。 

灯火の視認性に関する研究ならびに灯火が要因

として考えられる衝突海難事故分析に関する研究と

しては、例えば、神田(2)、兪ら(3)、古莊ら(4)の研究が

ある。しかしながら、灯火を掲げる船舶の動静に関

し、他船からどのように判断されるのかについて行

われた研究は殆ど例を見ない。強いて言えば、筆者

が行った研究(5)があるが、当該研究は、海上衝突予

防法施行規則第 23 条の特例が適用される艦船を対

象としたものである。いわば、例外規定に対する研

究例であり、一般的な法令に則って灯火を掲げた船

舶に対するものではない。 

本研究では、海上衝突予防法施行規則第 23 条の

特例が適用されない船舶で、特に全長の長い船舶が

掲げる灯火の配置について、幾何学的な考察からそ

の問題点を抽出する。一例として、大型原油タンカ

ーが掲げる灯火の配置について、抽出された問題が

実際に起こり得るのか否かを操船シミュレータ実験

によって検証する。 

2.幾何学的考察 

本稿執筆時において、就役している世界最大級の

原油タンカーとしては、全長 380m の TI シリーズス

ーパータンカー（現 FSO）が挙げられる(6)。当該船

舶の写真(7)から判断するに、前部マスト灯と後部マ

スト灯の水平間距離（以後、「前後部マスト灯の水平

間距離」という。）は、300m 程度と推定される。 

日本の船舶運航会社が管理するVLCC級のタンカ

ーは、TI シリーズスーパータンカーよりも全長が短

いものの、文献(8)(9)に掲載された写真から判断する

に、前後部マスト灯の水平間距離は、270m 程度と

推定される。 

このように、前後部マスト灯の水平間距離が 270m

から 300m 程度と長くなっている船舶の場合、図 1

が示すように、あたかも 2 隻の船舶が存在している

ように錯覚されたり、全長を過小に判断されたり、

進行方向を誤認されたりする問題が考えられる。 
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小型船舶からの視点

 
図 1 2 隻の船舶に誤認される例 
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3. 操船シミュレータ実験 

TI シリーズスーパータンカー（以後、「解析対象

船舶」という。）が掲げる灯火を例に、前章で掲げた

問題が実際に起こり得るのか否か、操船シミュレー

タ実験によって検証する。 

 

3.1 シナリオの概要 

図 2 にシナリオの概要を示す。初期位置における

自船（被験者が乗船する船舶）と解析対象船舶の距

離は 1790m である。両船は、同図に示す針路および

速力を保ち接近する。シミュレーション開始から

225 秒後（両船の距離が 435m）となった時点で、シ

ミュレーションを終了する。 

仮に、シミュレーションを終了せずに継続させた

場合、自船はシミュレーション開始から 300 秒後に

解析対象船舶の船首部付近に衝突することになる。 

解析対象船舶の他、全長 150m の貨物船舶をシミ

ュレーション終了時に自船の左舷正横約 2 マイルで

航過するよう配置している。当該船舶を配置した理

由は、解析対象船舶に対し、過度に意識を集中させ

ないようにするための囮（おとり）である。 

 

3.2 被験者ならびに見張りの条件 

海上保安庁の 30 メートル型巡視艇（PC 型巡視艇）

の船長 33 人（一級海技士 1 人、二級海技士 31 人、

三級海技士 1 人）を被験者とした。 

被験者に対しては、どの船舶が解析対象船舶であ

るのかを知らせていない。また、小型船舶の操縦を

想定しているため、肉眼での視覚による見張りとし、

レーダ、コンパスレピータ、双眼鏡等の航海計器お

よび航海用具の使用は一切認めていない。 

 

3.3 調査項目 

シミュレーション終了後、被験者に対し、自船の

周囲に存在する船舶隻数（問 1）、自船の針路を 12

時としたときの各船舶の進行方向（問 2）、各船舶の

全長（問 3）、自船と各船舶との接近状況（問 4）に

関するアンケート調査を行った。 

なお、問 1 および問 2 については、自船との位置

関係図に記入させ、また、問 3 および問 4 について

は、選択肢から選ばせた。 

ここで、自船の周囲に存在する船舶は、解析対象

船舶（自船の右舷側）と囮の船舶（自船の左舷側）

の計 2 隻である。したがって、問 1 において、仮に

自船の右舷側に 2 隻の船舶の記載があった場合には、 

【自船の初期位置】
監視対象船舶までの距離1790m

針路029度、速力22.4ノット

【終了位置】
両船の距離435m
開始から225秒後

【解析対象船舶】
針路000度、速力15.0ノット

【囮の船舶】
航過距離約2マイル

 

図 2 シナリオ概要図 

 

解析対象船舶をあたかも 2 隻の船舶が存在すると錯

覚していることが判明する。 

 

4.実験結果と考察 

アンケートに対する回答の内、囮の船舶に対する

回答を除外し、解析対象船舶について回答されたも

のを抽出した。以下に集計結果を示す。 

 

4.1 認識された解析対象船舶の隻数 

解析対象船舶の隻数（問 1）に関する回答の集計

結果を図 3 に示す。被験者の 1/3 が 1 隻の解析対象

船舶を 2 隻の船舶が存在すると錯覚している。 

 

4.2 2 隻の船舶と判断した場合の結果 

1 隻の船舶と判断した被験者の回答との比較によ

り、2 隻の船舶と錯覚した被験者に関する各問の回

答結果について議論する。以後、回答数の母数が異

なるため、百分率により結果を表示する。 

4.2.1 進行方向に関する回答結果 

進行方向（問 2）に関する回答の集計結果を図 4

に示す。正解は「11 時」である。 

ここで、解析対象船舶を 1 隻の船舶と判断した被

験者の内、問 3 において「全長 50m 未満」を選択し

た者（4 人）については、検討の対象から除外して

いる。解析対象船舶の前部または後部マスト灯を認

識していない可能性があり、解析対象船舶の全容を

正確に把握していないことが考えられるためである。 

1 隻の船舶と判断した場合、概ね妥当な回答結果

が得られている。一方、2 隻の船舶と錯覚した場合

は、解析対象船舶の前部マスト灯から判断された船

舶（以後、「前部の船舶」という）について、自船と

平行、あるいは、自船の針路よりも右方に進行して

いるように感じている傾向が見られる。解析対象船

舶の後部マスト灯から判断された船舶（以後、「後部 
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図 3 被験者が回答した解析対象船舶の隻数 
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図 4 被験者が回答した解析対象船舶の進行方向 
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図 5 被験者が回答した解析対象船舶の全長 
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図 6 被験者が回答した解析対象船舶との接近状況

 

の船舶」という）については、概ね妥当な回答結果

が得られている。 

4.2.2 全長に関する回答結果 

全長（問 3）に関する回答の集計結果を図 5 に示

す。正解は「250m 以上」である。 

1 隻の船舶と判断した場合、概ね妥当な回答結果

が得られている。一方、2 隻の船舶と錯覚した場合

は、いずれの船舶に対しても、全長を過小に判断す

る傾向が見られる。 

4.2.3 接近状況に関する判断結果 

接近状況（問 4）関する回答の集計結果を図 6 に

示す。正解は「衝突」である。 

ここでも 4.2.1 に記述した理由により、解析対象

船舶を 1 隻の船舶と判断した被験者の内、問 3 にお

いて「全長 50m 未満」を選択した者（4 人）につい

ては、検討の対象から除外している。 

1 隻の船舶と判断した場合、約半数が正解を選択

している。一部「自船の船尾を航過」を選択したの

は、設定された衝突場所が解析対象船舶の前部マス

ト灯よりも前方にあり、前部マスト灯の方位が徐々

に右に変化したためであると考える。 

2 隻の船舶と錯覚した場合の前部の船舶について

は、「自船の船首尾線を航過済み」を選択した割合が

最も高くなっている。4.2.1 で既述したように、当該

船舶の進行方向が自船と平行あるいは自船よりもや

や右方向と認識していた結果によるものと考える。 

2 隻の船舶と錯覚した場合の後部の船舶について

は、「自船の船尾を航過」を選択した割合が最も高く

なっている。既述のように、設定された衝突場所が

解析対象船舶の前部マスト灯よりも前方にあるため、

後部マスト灯の方位が、前部マスト灯の方位よりも

大きく右に変化したためであると考える。 

 

4.3 実験結果から推察される危険性 

被験者の 1/3 が 1 隻の解析対象船舶をあたかも 2

隻の船舶が存在しているように錯覚した。 

解析対象船舶を 2 隻の船舶と錯覚した被験者は、

当該船舶の全長を過小に判断する傾向が見られた。 

また、2 隻と誤認した船舶の内、前部の船舶につ

いて、進行方向を誤認し、さらに、それぞれの船舶

との接近状況を誤って判断する傾向が見られた。 

これらのことから、夜間において、前後部マスト

灯の水平間距離が著しく長い船舶に、視覚を主たる

見張りの手段としている船舶が接近する場合、例え

ば解析対象船舶の中央に向けて航行しようとする等、

不適切な避航動作をしてしまう危険性が懸念される。 

 

5.類似の危険性を持つ船舶 

類似の問題として、近年建造されつつある全長

400m 程度の大型コンテナ船や従来から運航されて

いる引船列が掲げる灯火が考えられる。 

前者については、例えば、図 7（上）が示すよう

に、船橋構造物の位置が船体中央よりも前方に設置

される傾向がある。同図から判断するに、船橋構造 
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図 7 建造中の大型コンテナ船 

 

物の上部に設置された後部マスト灯から船尾までの

距離は、200m 以上となっている。視覚を見張りの

手段とした場合、後部マスト灯よりも後ろには、あ

たかも船体が存在しないように錯覚する懸念がある。 

これについては、同図（下）が示す舷側上に設置

された通路灯（Passage Lights）を航行中においても

点灯する等の対策を講じている船舶も存在する。し

かしながら、法定灯火ではないため、全てにおいて、

このような対策がなされているわけではない。 

後者については、夜間において、引船列であると

認識できなかったため、曳航船と被曳船との間を航

行しようとして、曳航索に船舶が衝突した事例が存

在する(10)(11)。 

 

6.おわりに 

本研究では、TI シリーズスーパータンカーが掲げ

る灯火を例に、全長の長い船舶が掲げる灯火の問題

点について、操船シミュレータ実験の結果を基に考

察した。実験結果から、視覚を主たる見張りの手段

としている小型船舶を操縦する者にとっては、1 隻

の船舶をあたかも 2 隻の船舶が存在しているように

錯覚したり、船舶の全長を過小に判断したり、進行

方向について誤認したりすることが確認された。そ

の結果、彼らに不適切な避航動作を取らせる懸念が

あることを指摘した。 

本研究で指摘した問題は、船舶の長大化および専

用化に伴い、既定の灯火を掲げるだけでは、船体形

状等の特徴が容易に判断できないことに起因する。 

このような船舶に対しては、夜間においても、船

体形状等の特徴が視覚による見張りにおいても容易

に判断できるような対策が必要である。例えば、舷

側上の通路灯の装備および点灯を義務付ける、曳航

ロープの存在を明確にするような照明の点灯を義務

付ける等、海上における衝突の予防のための国際規

則に関する条約（COLREGS）の改正も視野に入れ

た灯火に関する抜本的な改善策が必要であろう。 
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